
むなかたタウンプレス （8）

や
、
所
得
な
ど
で
決
め
ら
れ

ま
す
。

●
児
童
１
人
の
場
合

▽
全
部
支
給
＝
４
万
１
７
２

０
円

▽
一
部
支
給
＝
９
８
５
０
円

〜
４
万
１
７
２
０
円

●
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

▽
２
人
目
＝
５
０
０
０
円

▽
３
人
目
以
降
＝
１
人
に
つ

き
３
０
０
０
円

＊
所
得
な
ど
の
状
況
に
よ
っ

て
、
手
当
が
支
給
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
り
ま
す

 

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
、
申
請
手
続
が

必
要
で
す
。

　
11
月
30
日
（
火
）
ま
で
に

い
子
ど
も

⑤
そ
の
ほ
か
（
母
が
１
年
以

上
遺
棄
し
て
い
る
子
ど

も
、
母
が
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
子
ど
も
な

ど
）

　
原
則
と
し
て
、
手
当
は
申

請
を
し
た
翌
月
分
か
ら
支
給

さ
れ
ま
す
。
手
当
額
は
、
受

給
資
格
者
と
扶
養
義
務
者
な

ど
の
税
法
上
の
扶
養
人
数

　
父
が
、
次
の
①
〜
⑤
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
子
ど
も

を
監
護
し
、
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
る
場
合
に
支
給
さ
れ

ま
す
。

①
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た

子
ど
も

②
母
が
死
亡
し
た
子
ど
も

③
母
が
一
定
程
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
子
ど
も

④
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な

　
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す

る
た
め
に
は
申
請
が
必
要
で

す
。

　
父
母
の
離
婚
な
ど
で
、
父

か
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て

い
な
い
子
ど
も
が
育
成
さ
れ

る
家
庭
（
ひ
と
り
親
家
庭
）

の
、
生
活
の
安
定
と
自
立
の

促
進
、
子
ど
も
の
福
祉
増
進

を
目
的
に
、
支
給
さ
れ
る
手

当
で
す
。

手
当
額
（
月
額
）

父
子
家
庭
の
支
給
要
件

 

父
子
家
庭
の
人
が

　
　  

受
給
す
る
た
め
に
は

児
童
扶
養
手
当
と
は

手当などの種類 受付期間 受付窓口・問い合わせ先

児童扶養手当現況届 ８月２日（月）　
～同31日（火） 福祉課児童母子係

☎（36）１１５１ひとり親家庭等医療更新

特別児童扶養手当所得状況届

８月11日（水）
～９月10日（金）

特別障害者手当所得状況届
福祉課障害者福祉係
☎（36）３１３５障害児福祉手当所得状況届

福祉手当（経過措置分）所得状況届

　
市
で
は
、
児
童
扶
養
手
当

な
ど
の
更
新
を
受
け
付
け
ま

す
。
対
象
者
に
は
案
内
を
送

付
し
ま
す
の
で
、
受
付
期
間

内
に
手
続
を
し
て
く
だ
さ

い
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

を
。

＊
下
表
参
照

お知らせ平成22年8月1日No.177

国
・
県
な
ど
か
ら

就
学
義
務
猶
予
免
除
者

の
中
卒
程
度
認
定
試
験

　
文
部
科
学
省
が
実
施
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
を
。

●
願
書
受
付
期
間
　
８
月
20

日（
金
）〜
９
月
７
日（
火
）

●
試
験
日
　
11
月
２
日（
火
）

●
対
象
　
や
む
を
得
な
い
理

由
で
義
務
教
育
諸
学
校
へ

の
就
学
義
務
を
猶
予
か
免

除
さ
れ
た
人

■
問
い
合
わ
せ
先

　
県
義
務
教
育
課
学
事
係
　

☎
０
９
２
（
６
４
３
）
３

９
０
９

　
市
外
か
ら
市
内
へ
の
転
入

者
増
加
と
、
空
き
家
の
減
少

で
居
住
環
境
の
改
善
を
図
る

た
め
、
８
月
１
日
か
ら
同
制

度
を
開
始
（
８
月
１
日
以
降

に
購
入
し
た
中
古
住
宅
が
対

象
）。

　
市
外
の
人
が
中
古
住
宅
な

ど
を
購
入
し
て
転
入
す
る
時

に
、
一
定
の
補
助
金
を
交
付

し
ま
す
。

　
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
２

人
が
同
居
す
る
家
族
の
場

合
、
要
件
を
満
た
せ
ば
１
０

０
万
円
の
補
助
金
を
交
付
し

ま
す
。

＊
中
古
住
宅
取
得
の
状
況
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
ケ
ー
ス
が
想

定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

交
付
金
額
が
大
き
く
変
わ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
詳

し
く
は
問
い
合
わ
せ
を

●
補
助
対
象
者
　
市
内
中
古

住
宅
を
購
入
し
た
市
外
居

住
者
で
、
そ
の
中
古
住
宅

に
居
住
す
る
人

＊
転
入
日
以
前
の
５
年
以

上
、
市
外
居
住
者
で
あ
る

こ
と

●
補
助
対
象
住
宅
　
築
20
年

を
経
過
し
た
一
戸
建
て
住

宅
（
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の

耐
火
建
築
物
は
、
築
25
年

を
経
過
し
た
住
宅
）

●
補
助
対
象
転
入
日
　
中
古

住
宅
取
得
日
か
ら
１
年
以

内
＊
中
古
住
宅
取
得
後
、
撤
去

し
新
築
住
宅
を
建
築
す
る

場
合
は
２
年
以
内

８
月
��
日
（
木
）
は
飼

え
な
く
な
っ
た
犬
猫
の

引
き
取
り
を
休
み
ま
す

　
宗
像
・
遠
賀
保
健
福
祉

環
境
事
務
所
が
実
施
し
て

い
る
飼
え
な
く
な
っ
た
犬

猫
の
引
き
取
り
は
、
回
収

業
務
を
実
施
す
る
財
団
法

人
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
が
、

お
盆
期
間
で
休
業
の
た
め 

８
月
12
日
（
木
）
は
休
み
ま

す
。

■
問
い
合
わ
せ
先
　

　
同
事
務
所
保
健
衛
生
課
　

　
　
　
☎
（
36
）
６
０
９
８

宗
像
地
区
消
防
本
部

消
防
吏
員
採
用
試
験

　
同
消
防
本
部
が
実
施
。
受

験
申
込
書
な
ど
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
を
。

●
試
験
日
　
10
月
17
日（
日
）

●
受
験
資
格
　
昭
和
61
年
４

月
２
日
〜
平
成
５
年
４
月

１
日
に
生
ま
れ
た
人
で
、

むなかたサンセットフェスタ
2010

「2010むなかたサンセットフェスタ」が６月５日、
サニックス玄海グラウンドで開催されました。

「
児
童
扶
養
手
当
」が

支
給
さ
れ
ま
す
！

８
月
１
日
か
ら
、父
子
家
庭
の
み
な
さ
ん
に
も

８
月
〜
��
月
分
の
手
当
は
、
��
月
に
支
給
さ
れ
ま
す

市
　
か
　
ら

給付の種類 給付内容 補助金額 限度額

中古住宅購入補助
中古住宅を有償で取
得することに対する
補助

20万円

中古住宅と
土地の購入
合計額の５
分の１以内

転入世帯員補助
当該中古住宅に居住
する中学生以下の子
どもへの補助

1人あたり20万円
(３人目以降は30万円)

借入金補助
中古住宅購入のため
の住宅借入金などに
対する補助

元金の２％
限度額20万円

リフォームなど
工事補助

市内事業者へ発注し
た30万円以上のリ
フォーム工事などに
対する補助

20万円

「
転
入
者
中
古
住
宅
購

入
補
助
制
度
」
を
開
始

更
新
手
続
を忘

れ
ず
に

●
給
付
内
容
　
右
表
の
と
お

り
■
問
い
合
わ
せ
先

　
定
住
化
推
進
室

　
☎
（
36
）
１
２
８
４

平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら

の
採
用
に
応
じ
ら
れ
る
人

＊
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人

と
、
地
方
公
務
員
法
第
��

条
の
欠
格
条
項
に
該
当
す

る
人
は
不
可

●
身
体
基
準
　
心
身
と
も
に

健
全
で
、
四
肢
完
全
な
人

▽
身
長
＝
お
お
む
ね
１
６
０

セ
ン
チ
以
上
（
女
子
は
お

お
む
ね
１
５
５
セ
ン
チ
以

上
）

▽
体
重
＝
お
お
む
ね
50
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
上
（
女
子
は
お

お
む
ね
45
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

上
）

▽
胸
囲
＝
身
長
の
お
お
む
ね

２
分
の
１
以
上

▽
視
力
＝
矯
正
視
力
を
含
み

両
眼
と
も
０
・
７
以
上
で

色
力
完
全
な
人

▽
言
語
明
り
ょ
う
で
、
聴
力

が
左
右
と
も
正
常
な
人

●
採
用
人
数
　
４
人
程
度

●
申
込
期
間
　
８
月
16
日

（
月
）
〜
９
月
９
日
（
木
）

■
問
い
合
わ
せ
先

　
同
消
防
本
部
消
防
総
務
課

　
　
　
☎
（
36
）
２
８
７
２

申
請
す
る
と
、
次
の
①
②
の

支
給
と
な
り
ま
す
。

①
７
月
31
日
（
土
）
ま
で
に

支
給
要
件
に
該
当
し
て
い

る
人
＝
８
月
分
か
ら
支
給

②
８
月
１
日
（
日
）
以
降
、

11
月
30
日
（
火
）
ま
で
に

支
給
要
件
に
該
当
す
る
人

＝
要
件
に
該
当
し
た
日
の

翌
月
分
か
ら
支
給

＊
��
月
30
日
（
火
）
を
過
ぎ

る
と
、
申
請
の
翌
月
分
か

ら
の
支
給
に
な
り
ま
す

＊
母
子
家
庭
の
人
の
児
童
扶

養
手
当
は
現
行
の
と
お
り

■
問
い
合
わ
せ
先

　
福
祉
課
児
童
母
子
係

☎
（
36
）
１
１
５
１

　晴天に恵まれ、汗ばむ
陽気の中、市を拠点に活
躍しているプロラグビー
チーム・福岡サニックス
ブルースと、ＪＲ九州サ
ンダースのメンバーが、
ファンや地域住民らと楽
しいひとときを過ごしま
した（写真）。
　神湊盆踊り保存会が、
地区の伝統を引き継いだ

緩急変化のある踊りを披露して、夕暮れ
のグラウンドに華を添えました。フェス
タの最後には盛大な花火が上がり、参加
者を魅了していました。
■問い合わせ先
　市民活動推進課文化・スポーツ推進係

☎（36）１５４０


